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 札幌社保協は２月２日市長に対し、介護認定を受けている方が障害

者控除を受けられる制度の周知徹底、制度の適用拡大を求めて要望を

行いました。要望には斉藤事務局長をはじめ、新婦人札幌協議会、中

部民商・北部民商、障道協、西･手稲健康友の会、障害者サークルはま

なす、勤医協中央病院の代表等１０人が参加。市側からは阿部裕雄障

がい福祉課長ら３人が応対し、要望書を受け取りました。（別紙） 
 

周知については検討する 

 札幌市で要介護認定を受けている方が６万人以上もいるのに、05年

度で障害者控除認定書を発行された人が全市で93人しかいないのは、

知られていないことに最大の問題があります。広報や要介護認定者へ

の通知を市として行なうよう、要望しました。 

【回答】広報への掲載はできるとは言えないが、伝え検討する。介護

保険料の通知の際に知らせる、要介護認定の通知の際に知らせる方法

については、検討する。他の政令市と情報交換もして今後考えたい。 
 

要支援も申請は受け付けている 

 十勝のように要支援（1･2、経過的要支援）の人も対象に。 

【回答】障害の実態に応じて判断するので、機械的に全員に発行とは

ならないが、要支援の人も受けつけ、実態に即して認定する。 
 

区ごとのばらつきをなくしてほしい 

 委任状を備え付けている区とそうでない区があったり、当日発行し

てくれる区と郵送と言われる区があったり、統一されていない。 

【回答】判定をするという原則から区ごとの違いはあると思う。でき

るだけ簡素化は考えたい。委任状についても様々な意見があり、全区

で統一することもむずかしい。 
 

 社保協としては、高齢者が税、国保・介護保険料の引き上げ等で生

活が大変であり、少しでも役に立つように行政でも努力してほしい、

今後改善点については報告をしてほしい、と要望しました。 

 ２月３日、道社保協・道生連の共催による集会には札幌市内を中心に、全道か

ら約２００人が参加しました。 

 函館での保護を拒否され自殺した男性の事件、札幌での就労指導と保護廃止の

実態、病院に担ぎ込まれる人の多さと保護申請の実例などが、それぞれの分野・

地元から特別報告がありました。 

 記念講演では、布川日佐史静岡大学教授が「生活保護制度の今後の方向～自立

支援プログラム実施３年目に向けて～」と題して話しました。現代の貧困のもつ

意味を様々な見地から検証して説明、また生活保護制度は「自立支援」が重要

で、その方向へ変わっていこうとしているのに、行政がそのことを理解していな

かったり、逆に就労指導の名で保護の廃止をするような例を批判しました。 

障害者控除対象者認定書 
 

 介護保険の要介護認定を受けてい

る人は、障害者に準じてこの「障害

者控除対象者認定書」を発行しても

らえます。札幌市の場合は、おおよ

そ要介護１～３が一般障害者、要介

護４～６が特別障害者として認定さ

れます（介護度が低くても、特別障

害者になる場合もあります）。 

 各区の保険福祉サービス課に申請

します。本人と家族以外の場合は委

任状が必要です。０６年度では所得

税で一般が２７万円・特別で４０

万、住民税では一般が２６万、特別

が３０万円の控除になります。還付

申請もできます。 

 認定書を発行された場合は、本人

以外でも扶養義務者に控除ができま

す。また、本人が所得１２５万円以

下の場合は、住民税が非課税となり

ます。 

講演する布川日佐史教授 


